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Ｐ１ ４ 負担区の概況

及び設定理由につ

いて 

以下のような理解でよろしいのでしょうか？ 
・本地区は第 26 負担区の一部として設定されていた

が、現在に至るまで下水道工事は行われていなかった 

・その間は合併浄化槽などにより下水処理を行っていた 

・その後、本地区が市街化調整区域から市街化区域へと

変更されたため、新たな負担区として受益者負担金を設

定することとなった 
 

本地区の北側、県道 165 号線に隣接する一部

区域は、平成 28年度に下水道工事が行われて

おり、平成 29 年度に下水道の供用が開始され

ております。 

その他の区域については、お見込みのとおり

浄化槽を使用しております。また、新負担区を

設定する経緯につきましても、お見込みのとお

りです。 

 

Ｐ２ ５ 単位負担金額

について 

負担金対象事業費について 
様々な資源の高騰などにより、過去と同様の金額で下

水道工事を行うのは難しいと思うのですが、今後の事業

費の見通しはいかがでしょうか？ 

 

 近年の国際的な原材料価格の高騰や円安によ

る輸入コストの上昇、国際情勢の悪化に伴うエ

ネルギー価格の高騰、従業員の賃金上昇等、

様々な要因から建設工事に係る物価も上昇して

いくと見込んでおりますが、市の財政部門と事

業費について協議しながら、事業を着実に進め

てまいります。 
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Ｐ３ 別紙図面 受益者負担を行う者について 
この地域は現在、農地や工場の敷地のようですが、宅

地や商業施設などに転用されていくことが予想されると

して、受益者負担は現在の土地所有者が負うのでしょう

か？それとも後日宅地や商業施設の所有者が負うのでし

ょうか？ 

 

 受益者負担金は、下水道の工事が完了し、下

水道の供用が開始された翌年度に賦課されま

す。そのため、その賦課時点で土地を所有して

いる方にご負担していただきます。 

 ただし、その土地に所有者以外の権利者（地

上権者、使用借主、賃借人等）がいる場合は、

土地の所有者と権利者とでどちらが受益者とな

るか相談して決めて、受益者負担金を納めてい

ただくことになります。 

    

    

 

 


